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京都中央信用金庫の現況
2018年度上半期（平成30年4月1日から9月30日）における経営情報を開示いたします
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（単位：百万円）

経過措置による不算入額
平成30年9月期

経過措置による不算入額
平成29年9月期

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本
調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　 （イ）
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　うち、のれんに係るものの額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る１０％基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る１５％基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　 （ロ）
自己資本
自己資本の額　（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等　　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　 うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
　　 うち、繰延税金資産
　　 うち、前払年金費用
　　 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　 うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　（ニ）
自己資本比率
自己資本比率　（（ハ）／（ニ））

項目

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその
保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２１号）」に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準を採用しております。

自己資本の充実の状況等について〈自己資本の構成に関する開示事項〉
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（単位：百万円）

平成30年9月期

（注）1. 所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び
中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

4. 当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。

5. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

〈オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法〉

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

リスク・アセット 所要自己資本額

平成29年9月期

リスク・アセット 所要自己資本額
イ.信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
　　①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
　　　　現金
　　　　我が国の中央政府及び中央銀行向け
　　　　外国の中央政府及び中央銀行向け
　　　　国際決済銀行等向け
　　　　我が国の地方公共団体向け
　　　　外国の中央政府等以外の公共部門向け
　　　　国際開発銀行向け
　　　　地方公共団体金融機構向け
　　　　我が国の政府関係機関向け
　　　　地方三公社向け
　　　　金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
　　　　法人等向け
　　　　中小企業等向け及び個人向け
　　　　抵当権付住宅ローン
　　　　不動産取得等事業向け
　　　　3ヵ月以上延滞等
　　　　取立未済手形
　　　　信用保証協会等による保証付
　　　　株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
　　　　出資等

　　　　上記以外

　　②証券化エクスポージャー
　　　　証券化（オリジネーター）
　　　　（うち再証券化）
　　　　証券化（オリジネーター以外）
　　　　（うち再証券化）
　　③複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産
　　④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
　　⑤　
　　⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
　　⑦中央清算機関関連エクスポージャー
ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等に
該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る
エクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

出資等のエクスポージャー

重要な出資のエクスポージャー

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに
係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

自己資本の充実の状況等について〈定量的な開示事項〉

自己資本の充実度に関する事項
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ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

（単位：百万円）

平成29年9月期
平成30年9月期
平成29年9月期
平成30年9月期
平成29年9月期
平成30年9月期

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

　　　合　　計

期首残高 当期増加額 当期減少額
その他目的使用 期末残高

（注）1. 国外のエクスポージャーに対する個別貸倒引当金及び貸出金償却について該当はありません。
2. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（注）1. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
2. エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
3. コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業
小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス

小計
国・地方公共団体等
個人

合計

個別貸倒引当金

期首残高 当期増加額 期末残高当期減少額
目的使用 その他

貸出金償却

（単位：百万円）　平成29年9月期

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業
小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス

小計
国・地方公共団体等
個人

合計

個別貸倒引当金

期首残高 当期増加額 期末残高当期減少額
目的使用 その他

貸出金償却

（単位：百万円）　平成30年9月期

（単位：百万円）ニ.リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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自己資本の充実の状況等について〈定量的な開示事項〉
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（単位：百万円）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（注） 当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

信用リスク削減手法に関する事項

ポートフォリオ

信用リスク削減手法

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

（注） グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っております。

保　証 クレジット・
デリバティブ

平成30年9月期平成30年9月期 平成29年9月期平成29年9月期

適格金融資産担保

平成30年9月期平成29年9月期

－21,994 21,99421,494 227,337 242,595 －

（単位：百万円）

担保の種類別の額
平成30年9月期
担保はありません

平成29年9月期
担保はありません

信用リスク削減手法の効果を勘案するために
用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

平成30年9月期平成29年9月期
－ －

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

与信相当額の算出に用いる方式
グロス再構築コストの額の合計額
グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオン合計額
から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信
相当額を差し引いた額

平成30年9月期
カレントエクスポージャー方式

2,216

ー

平成29年9月期
カレントエクスポージャー方式

2,2163,410

ー

与信相当額算出の対象となる
クレジット・デリバティブの種類別想定元本額

平成30年9月期
プロテクションの提供

平成30年9月期 平成29年9月期平成29年9月期
プロテクションの購入

－ －－ －

①派生商品取引合計
　　（ i ）外国為替関連取引
　　（ii）金利関連取引
　　（iii）金関連取引
　　（iv）株式関連取引
　　（v）貴金属（金を除く）関連取引
　　（vi）その他コモディティ関連取引
　　（vii）クレジット・デリバティブ
②長期決済期間取引

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案する前の与信相当額

平成30年9月期

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案した後の与信相当額

平成30年9月期
5,841
4,642
1,150

ー
49
ー
ー
ー
ー

5,841

平成29年9月期
7,371
5,707
1,445

ー
92
ー

124
ー
ー

7,371

5,841
4,642
1,150

－
49
－
－
－
－

5,841

平成29年9月期
7,371
5,707
1,445

－
92
－

124
－
－

7,371合　 　　　　　　　　　　　計

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

オフバランス取引
平成30年9月期

オフバランス取引 オンバランス取引
証券化エクスポージャーの額

イ．オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
　 該当ありません。

ロ．投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
a．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）

b．再証券化エクスポージャー
　該当ありません。

オンバランス取引
平成29年9月期

住宅ローン
373
373

－
　  －

236
236

－
　  －

自己資本の充実の状況等について〈定量的な開示事項〉
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上場株式等
非上場株式等

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注） 投資信託等の裏付資産のうち出資等に該当するものは、上場株式等に含めております。

区　分

イ．貸借対照表計上額及び時価等

31,420

区　分

貸 　 出 　 金
有 価 証 券 等
預 　 け 　 金
そ 　 の 　 他
運用勘定合計

金利リスク量

銀行勘定の金利リスク

平成30年9月期

運 用 勘 定

区　分

定 期 性 預 金
要 求 払 預 金
そ 　 の 　 他

調達勘定合計

金利リスク量
平成30年9月期

調 達 勘 定

出資等エクスポージャーに関する事項

銀行勘定における金利リスクに関する事項

売　却　益
売　却　損
償　　　　却

（単位：百万円）

平成29年9月期
943

26
－

941 
－ 
－ 

平成30年9月期

平成30年9月期
時　価貸借対照表計上額

70,692
－

時　価
70,692
21,675

76,689 
－ 

76,689 
22,967 

貸借対照表計上額
平成29年9月期

評 価 損 益

（単位：百万円）ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

平成29年9月期
20,805

平成30年9月期

評 価 損 益

（単位：百万円）ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
平成29年9月期

－
平成30年9月期

4,216
5,900
1,665

11,783

平成29年9月期
4,2163,635

21,788
2,181

27,604

11,695
30,903

3,701
△ 3,096

43,203

平成29年9月期

31,42019,543

11,69513,627
31,986

3,440
△ 1,906

47,147

20,561 

－

（注）1． 銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショック
により発生するリスク量を見るものです。当金庫では、金利ショックを「保有期間1年、最低5年の観測期間で計測される金利変動の１パーセンタイル値と
99パーセンタイル値によって計算される経済価値の低下額」として銀行勘定の金利リスクを算出しております。

2． 要求払預金の金利リスク量について、当金庫では、「明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されること
なく長期間金融機関に滞留する預金」をコア預金と定義し、内部モデルを用いてリスク量を算出しております。

3． 銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算出しております。
 銀行勘定の金利リスク＝運用勘定の金利リスク量－調達勘定の金利リスク量

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
a．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） （単位：百万円）

（注） 所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×4％

b．再証券化エクスポージャー 
　該当ありません。

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
　該当ありません。

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％） 平成29年9月期

373
－
－
－
－

373

－
－
－
－
－
－

236
－
－
－
－

236

－
－
－
－
－
－

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
平成30年9月期 平成29年9月期 平成30年9月期

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引
2

－
－
－
－
2

－
－
－
－
－
－

1
－
－
－
－
1

－
－
－
－
－
－

20%
50%

100%
350%

1,250%
合　　　　計

自己資本の充実の状況等について〈定量的な開示事項〉


